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OPH千里佐竹公園駐車場一般開放事業仕様書 

 

1. 事業実施場所等 

名 称       OPH千里佐竹公園 

所在地       吹田市佐竹台１丁目２番３０号 

区画数及び位置   ８区画（実施場所位置図のとおり） 

一般開放方法    一般利用者への時間貸し駐車場（ゲート方式を除く） 

 

2. 事業実施主体 

大阪府住宅供給公社（以下「公社」という。） 

 

3. 事業期間 

令和８年６月１日から令和９年５月31日 

※時間貸し駐車場を運営するために必要な設備機器の設置及び撤去に要する期間は、賃

貸借期間に含むものとする。 

※ただし、期間満了の３ヵ月前までに、甲又は乙から相手方に対し契約を更新しない旨

の書面による意思表示がない限り同一条件で１年毎に更新されるものとし、更新され

た契約についても同様とする。 

 

4. 駐車場の仕様 

（1） 事業実施形態 

① 選定された事業者（以下「事業者」という。）は、公社が管理する本仕様書「1.

事業実施場所等」を賃借し、時間貸し駐車場事業を行う。なお、事業終了時等

における駐車場明け渡しに際し、事業者は立退き料その他の名目如何にかかわ

らず、これに類する金銭の請求は一切できないものとする。また、事業者は本

件駐車場に関して、営業権、地上権、借地権など権利を有する旨の主張はでき

ないものとする。 

② 公社は、事業者に事業実施場所を現状有姿にて賃貸する。 

③ 事業者が行う時間貸し駐車場の開始時期については、公社と協議のうえ決定す

るものとする。 

④ 看板・精算機等を本件賃貸借物件以外の場所に設置しようとする場合、事業者

は事前に公社の承諾を得るものとする。 

自治会や入居者から団地内の徐行やアイドリング禁止などの注意喚起看板の設

置要望があれば、公社と協議のうえ設置すること。 

また、これらの設置にかかる費用は事業者の負担とし、公社はこれらを設置す

る場所の使用料を求めないものとする。 

⑤ 駐車場案内看板や満空表示灯、注意喚起看板等を設置する場合は、自治体の景
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観まちづくり条例、屋外広告物条例等の条例等の規定を遵守すること。また、

必要に応じて事業者が自治体に対し協議・届出・申請等手続きを行い、手続き

に伴い費用が発生する場合は、事業者がこれを負担すること。 

なお、申請にあたっては、事前に公社と協議すること。 

⑥ 物品等の販売及び自動販売機等の設置を禁止する。 

⑦ 精算機の設置にあたっては、紙幣及び500円硬貨が対応可能なものとすること。 

また、新紙幣及び新硬貨が発行された際にも対応すること。 

⑧ 時間貸し駐車場の最大駐車料金（24時間）は、その利用料金に30を乗じたとき、

事業実施団地にて公社が定める駐車場使用料（13,100円/月）を下回らないよう

設定すること。また、公社が駐車場使用料を改定した場合も同様とする。 

⑨ 時間貸し駐車場業務の実施に必要となる一切の費用は事業者の負担とする。 

また、電気使用料についても事業者の負担とし、原則として直接供給事業者と

契約すること。 

⑩ 使用料は月額払い（当月分を前月末払い）とし、公社の指定口座へ納付するこ

と。なお、契約が月の途中で開始する場合、該当月の日数に応じ日割り計算と

するものとし、月の途中で終了となる場合、日割り計算はせず１ヵ月分全額納

付するものとする。 

 

（2） 工事等について 

① 事業実施に伴う設備設置等工事にあたっては、居住者の安全性に十分配慮し、

騒音・振動、粉塵等の対策を適切に行い、関係法令等を遵守すること。 

また、事前に公社と協議するとともに、当該団地居住者及び工事により影響を

及ぼす恐れのある事業実施場所の近隣住民に工事内容及び工事日程について周

知すること。なお、契約締結後、事業者は駐車機器設置に関連した配置･配線図

面等及び工事に関する入居者周知の案内文等を、着工までに全て公社に提出し

なければならない。 

② 当該駐車場においては、掘削による埋め込みは不可とし、露出配管配線により

電気工事及び機器等を設置すること。また、機器等の固定においては、鉄筋探

査等により鉄筋を避けた上実施し、防水処理を行うこと。 

③ 当該団地居住者及び近隣住民等から苦情が発生しないように最善の注意を払い、

万一発生した苦情等については、事業者の責任おいて解決すること。 

④ 上記①から③については、契約期間中、設備変更又は工作物の設置若しくはそ

れらの維持修繕等何らかの工事を行う場合についても同様とする。 

 

（3） 維持管理運営について 

① 24 時間 365 日対応可能な体制を確保し、連絡先を駐車場施設に明示すること。

緊急・非常時の対応が速やかに行える体制をとり、事故等の内容によっては、
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警備員等が現場に急行するような人的対応も行うこと。 

② 駐車場の維持管理運営等、事業実施に関し発生する一切の事柄（事故への対応、 

利用者又は近隣住民からの苦情への対応など）は事業者が対応すること。 

③ 時間貸し駐車区画に隣接する月極駐車区画（公社直営）について、時間貸し利

用者が誤って月極駐車区画に駐車しないように、また、月極駐車区画契約者の

利用や入居者と時間貸し利用者との間で問題が発生しないよう対策を講ずるこ

と。なお、対策によって費用を要する場合はすべて事業者が負担するものとし、

当該苦情も事業者が対応するものとする。 

④ 事業実施場所及びその区画に接する植栽帯等において、清掃を週１回以上、除

草・剪定については適宜、事業者の負担において行うものとする。 

⑤ 防犯のため、事業実施場所には防犯カメラ（防犯カメラシステムに必要な機器

一式を含む）を設置すること。また、事業実施場所が奥まっており、団地内の

車道を通行しなければならない場合は経路にも設置する事。 

設置する防犯カメラは、事業実施区域全域を撮影範囲とし、夜間であっても十

分に確認できる映像が撮影可能な機能を有し、かつ撮影された映像を撮影日時

と共に一定期間記録できること。 

防犯カメラは事業者が自己の責任において適切な保守を行い維持管理に努める

こと。なお、これらに要する費用は事業者の負担とする。 

防犯カメラにより撮影・記録された映像データの取扱いについては、個人情報

保護に関する法律、大阪府住宅供給公社個人情報保護規程及び別記「個人情報

に関する特記事項」を遵守すること。 

 

（4） 損害賠償 

公社又は事業者は、契約を解除した場合、又は相手方の故意又は重大な過失による

場合、被った直接かつ現実に生じた損害の賠償を相手方に請求できるものとする。 

 

（5） 原状回復 

事業者は、本契約期間満了時又は契約が解約されるなど本契約終了時に、事業者が

事業実施のために設置した駐車場機材等工作物を事業者の費用にて撤去するなど、

速やかに原状回復すること。なお、駐車場及びその附帯施設設備で公社既設のもの

は、原則として原状変更等行わないものとする。ただし、事業者が、事業実施に際

して公社の承諾を得て原状変更を行った場合は、事業者が自身の負担と責任におい

て原状回復すること。 

 

（6） その他 

この仕様書に定めのない事項又は、疑義が生じたときは、別途協議するものとする。 

 


